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審 査  決  定  報  告  書  

都市建設委員会 

 さきの令和元年第３回水戸市議会定例会において当委員会に付託されました

議案第７２号ほか６件の審査の経過並びに結果について，水戸市議会会議規則

第１０１条の規定に基づき報告します。 

 これらの案件については，９月１２，１３日の両日，委員会を開催し，慎重

に審査を行いましたが，その結果は下記のとおりであります。 

 以下，審査の概要を申し上げますと， 

１  議案第７２号 都市計画道路３・４・１４９号赤塚駅西線道路新設（１工

区）工事請負契約の締結について 

議案第７３号 都市計画道路３・４・１４９号赤塚駅西線道路新設（２工

区）工事請負契約の締結について 

 これらの案件については，整備スケジュール，工法の概要，雨水排水対策，

事業費の負担内訳，現在使用している踏切の取り扱い，当該路線の延伸計画等

について，また，これらの案件に関連して，都市計画道路の名称の付し方等に

ついて，種々質疑応答を重ねた後，委員から，「将来にわたり安全に通行でき

るよう，土どめ，擁壁工事等には万全を期されたい」，「工事に際しては，地域

住民の生活環境及び安全対策に十分配慮されたい」，「これまでの工事により施

工済みとなっている道路については，地域住民の利便性を図るため，安全性を

担保した上で，一部供用開始することを検討されたい」等の意見が出されまし

た。  

この後，これらの案件を一括採決の結果，全会一致をもって，原案を可決す

べきものと決定いたしました。  

２ 議案第７４号 河和田住宅新築（第９工区）工事請負契約の締結について  

本案については，住戸の整備基準，肢体障害者世帯向け住戸の入居状況，住

みかえが可能となる既存入居者の範囲，入居要件，想定される家賃，今後の建

てかえ計画等について，種々質疑応答を重ねた後，委員から，「自動車の駐車

については，入居時において適切な管理指導に努められたい」，「引き続き茨城

県住宅管理センターと連携し，入居者資格の厳正な審査に当たられたい」等の

意見が出されました。  

この後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。  

３ 議案第７５号 砂久保住宅新築工事請負契約の締結について 

 本案については，当該住宅の構造，整備スケジュール，子育て世帯に特化し
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た入居要件等について，種々質疑応答を重ねた後，委員から，「工事に当たって

は，施工場所付近が通学路や狭隘道路であることに十分配慮し，地域住民の安

全対策に留意されたい」等の意見が出されました。  

 この後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。  

４ 議案第７９号 土地の取得について  

 本案は，市道酒門３５８号線用地を取得するものでありますが，用地取得の

進捗状況，整備スケジュール，供用開始後の計画交通量等について，種々質疑

応答を重ねた後，委員から，「当該市道は，新ごみ処理施設のアクセス道路に

接続する重要な路線であることから，早期整備に向け鋭意努力されたい」，「地

権者に対する丁寧な説明により合意形成を図り，全事業用地の取得に向け努力

されたい」等の意見が出されました。  

この後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。  

以上のほか，議案第８０号 令和元年度水戸市一般会計補正予算（第４号）

中第１表中歳出中第８款（土木費）及び第２表継続費補正，議案第８１号 令

和元年度水戸市下水道事業会計補正予算（第１号）についても，執行部から説

明を受けた後，採決の結果，いずれも全会一致をもって，原案を可決すべきも

のと決定いたしました。  

記 

議案第７２号，議案第７３号，議案第７４号，議案第７５号，議案第７９号，

議案第８０号中第１表中歳出中第８款及び第２表継続費補正，議案第８１号  

 以上，原案を認める。  

 

 上記のとおり報告する。 

 

   令和元年９月２４日 

 

  水戸市議会議長  安  藏    栄  様  

 

                  都市建設委員会  

委員長  飯  田  正  美  


